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求職活動申出書 

豊明市長  殿 

 

私は、現在就労先未定につき、求職活動を行うことを申し出ます。 

また、下記の事項に同意します。 

記 

１．保育の必要性の認定有効期間（３か月程度）内に、1か月６０時間以上の就労を 

開始し、就労等証明書を速やかにこども保育課へ提出します。(※) 

２．保育の必要性の認定有効期間（３か月程度）内に、就労が開始できない又は就労 

等証明書が提出できない場合において、当該認定の取消し、保育所等を退園とな 

ることに異議はありません。 

３．求職活動期間中については、毎月こども保育課に求職活動報告書を提出し、活動

状況を報告します。 

  

 

《現在、事由を就労として認定を受けている場合に記入してください。》 

     退職日      年   月   日 

    （保育の必要性の認定有効期間は、退職日から３か月程度となります。） 
 
 
 
※保育の必要性の認定について変更手続きが必要ですので、併せて認定変更届の提出をお願いします。 
 
 
 

     年      月      日 

 

            住        所 
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                        氏    名                                
 

           利用（希望）子ども氏名 


